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①ウッドマイレージCO2京都の木認証と京都の木証明

ウッドマイレージＣＯ２京都の木認証と京都の木証明の木材の流れ
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①ウッドマイレージCO2京都の木認証と京都の木証明
ウッドマイレージＣＯ２京都の木認証と京都の木証明の木材の流れ
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事業体が取り扱った場合、その木材はウッドマイ
レージCO

2
京都の木認証 の対象にはなりません。

（京都の木証明の対象にはなります）

凡
例

ウッドマイレージCO2京都の木認証の対象となる木材の流れ
京都の木証明の対象となる木材の流れ



①-１ウッドマイレージCO2京都の木認証依頼書
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①-１ウッドマイレージCO2京都の木認証書
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①-２ 京都の木証明依頼書
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①-２ 京都の木証明書
【様式６付】

発行番号 ○○産-000

京都府産木材明細書

縦 横 長さ

合　計

品名 木材の用途納材業者
材積
(㎥)

規格(mm)
数量樹種

京 都 の 木 証 明

【様式６】

京都の木証明書
（京都府産木材証明書）

発 行 番 号 00産 - 000

発 行 年 月 日

○○○○株式会社　様

京都府指定認証機関（京都府産木材認証制度）

　　一般社団法人　京都府木材組合連合会

　　会長　辻　井　重

20○○年○○月○○日付けで依頼のことについて、下記のとおり京都府産木材であることを証明します。

記

別紙京都府産木材明細書のとおり

京都府産木材認証制度は京都府が実施する制度です。
京都府産木材の証明（京都の木証明）は、京都府から指定を受けた認証機関が行います。

20○○年○月○日

㎥

木材の種類

樹種

総材積

　

　

京 都 の 木 証 明
6



①-３ ウッドマイレージCO2京都の木認証＋京都の木証明依頼書
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①-３ ウッドマイレージCO2京都の木認証書＋京都の木証明書

【様式６】

京都の木証明書
（京都府産木材証明書）

発 行 番 号 00産 - 000

発 行 年 月 日

○○○○株式会社　様

京都府指定認証機関（京都府産木材認証制度）

　　一般社団法人　京都府木材組合連合会

　　会長　辻　井　重

20○○年○○月○○日付けで依頼のことについて、下記のとおり京都府産木材であることを証明します。

記

別紙京都府産木材明細書のとおり

京都府産木材認証制度は京都府が実施する制度です。
京都府産木材の証明（京都の木証明）は、京都府から指定を受けた認証機関が行います。

20○○年○月○日

㎥

木材の種類

樹種

総材積

　

　

京 都 の 木 証 明

２種類発行

8

※ 1回の申請及び発行手数料

①基本額 申請手数料6,400円、発行手数料3,200円 計9,600円+(消費税)

②推進協議会会員 申請手数料4,000円、発行手数料2,000円 計6,000円+(消費税)



①-４ 伝票記載例（素材生産）
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    の    

● ウッドマイレージCO₂京都の木認証
        

●            

   の  書 が         

                    

 

●                  

●               

●              

●        

●    証明ガイドライン 運用方 を
活用  証明 類 伝票等 

  

  年

樹

月 日     年 月  日

種 （      等を記 ）

材

   

  所  

積    ３

所 （  まで記 ）

者 （ 名）

  

認 証 機 関 登 録 事 業 体 認 定 登 録 番 号         

（ 所） 所

 名 又 は 名  （事業体名、  者名等）

合 法  の  認 書 類

（   の  の 書 類 を  付 ）

□     計 に る  等の  書
□   及び   の  の  書
□    内 木    等（   資料の 体名を記載 ）
□    発  書
□ 合法 証明ガイドラインの運用方法を活用した証明書類（伝票等）
□ その （  資料の 体名を記載 ）

※ 記の京都府産木材は、材料となる樹木が京都府内の  から合法 に  さ たことが 認がさ た木材です。

【 】記載例
  記の京都府産木材は、京都府産（ウッドマイレージCO2京都の木認証対象） 等と記載。
合法 証明ガイドラインの運用方法を活用する場合は、伝票中に認定団体により付さ た認定番号も記載。

京都府産木材   伝票（ ン  ）

 中



①-４ 伝票記載例（素材生産）
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●               

●              

●        

●    証明ガイドライン 運用方 を
活用  証明 類 伝票等 

  

  年

樹

月 日     年 月  日

種 （      等を記 ）

材

   

  所  

積    ３

所 （  まで記 ）

者 （ 名）

  

認 証 機 関 登 録 事 業 体 認 定 登 録 番
号

        

（ 所） 所

 名 又 は 名  （事業体名、  者名等）

合 法  の  認 書 類

（   の  の 書 類 を  付 ）

□     計 に る  等の  書
□   及び   の  の  書
□    内 木    等（   資料の 体名を記載 ）
□    発  書
□ 合法 証明ガイドラインの運用方法を活用した証明書類（伝票等）
□ その （  資料の 体名を記載 ）

※ 記の京都府産木材は、材料となる樹木が京都府内の  から合法 に  さ たことが 認がさ た木材です。
【 】記載例

  記の京都府産木材は、京都府産（京都の木証明対象） 等と記載。
合法 証明ガイドラインの運用方法を活用する場合は、伝票中に認定団体により付さ た認定番号も記載。

京都府産木材   伝票（ ン  ）

 中

● 京都の木証明        
●            



【伝票の記載 の 意（  ３年５月１日以降の伝票の標記）】

※  ウッドマイレージ CO₂ 京都の木認証 の対象になる木材は 京都の木証明 の対象になります。

※  京都の木証明 の対象になる木材は、  ウッドマイレージ CO₂ 京都の木認証 の対象には

なりません。

※ 京都府産 のみ標記さ ている場合は、 京都の木証明 の対象になる木材となります

①-４ 伝票記載例（加工）

11

No

.

事業体番号 取扱事業体認定番号

○○製材所

  者名

下記のとおり納品申し げます。

品名 樹種 規格 数 量      額   

合計

※ 記の京都府産木材は、材料となる樹木が京都府内の  から合法 に  さ たことが 認さ た木材です。

【 】記載例
 ウッドマイレージCO2京都の木認証 の対象になる木材の場合：

  記の京都府産木材は、京都府産（ウッドマイレージCO2京都の木認証対象） 等と記載。

 京都の木証明 の対象になる木材の場合：  記の京都府産木材は、京都府産（京都の木証明対象） 等と記載。

○○○○工務店  中

年 月 日

納品書（ ン  ）

    の    

取扱事業体認定番号

京都府産木材であること

合法 に  さ たこと

どの木材が京都府産木材か分かるよう

に記載

 1

●    に 京都府産（ウッドマイレージ

CO₂ 京都の木認証対象） 又は 京都府産

（京都の木証明対象） と記載

 2

● ※印を付ける

 ※印は京都府産（ウッドマイレージ

CO₂ 京都の木認証対象） 又は

 ※印は京都府産（京都の木証明対

象） と記載

  

京都府産
（ ウ ッ ド マ イ レ ー ジ

C O 2  京都の木認証対象
）

（ 梁 • 桁 ） （   ） （ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ m m ）

（ 梁 • 桁 ） （   ） （ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ m m ）
京都府産

（ 京 都 の木 証 明 対象 ）



【伝票の記載 の 意（  ３年５月１日以降の伝票の標記）】

※ 取扱事業体から  した ウッドマイレージ CO₂ 京都の木認証 の対象になる木材は

 京都の木証明 の対象になります。

※  京都の木証明 の対象になる木材は、 ウッドマイレージ CO₂ 京都の木認証 の対象には

なりません。

※ 京都府産 のみ標記さ ている場合は、 京都の木証明 の対象になる木材となります

①-４ 伝票記載例（加工）
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No

.

事業体番号 認 証 機 関 登 録 事 業 体 番 号

○○製材所

  者名

下記のとおり納品申し げます。

品名 樹種 規格 数 量      額   

合計

※ 記の京都府産木材は、材料となる樹木が京都府内の  から合法 に  さ たことが 認さ た木材です。

【 】記載例

 京都の木証明 の対象になる木材の場合：  記の京都府産木材は、京都府産（京都の木証明対象） 等と記載。

○○○○工務店  中

年 月 日

納品書（ ン  ）

    の    

認証機関登録事業体の番号

京都府産木材であること

合法 に  さ たこと

どの木材が京都府産木材か分かるよう に

記載

 1

●    に 京都府産(京都の木証明対象)

 と記載

 2

● ※印を付ける

 ※印は京都府産(京都の木証明対象) 

と記載

  

京都府産
（ 京 都の木証明対象）（ 梁 • 桁 ） （   ） （ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ m m ）

（ 梁 • 桁 ） （   ） （ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ m m ）
京都府産

（ 京 都 の木 証 明 対象 ）



指
定
認
証
機
関
（
府
木
連
）

登録事業体
認定登録申請書

（手数料 事前支払）

現 調査
（調査費用 請求）

調査費用支払

販売 理店等、製品の梱包を解かな
い流通は現 調査不 

京
都
府
産
木
材
の
生
産
・
加
工
・
流
通
業
者

（
府
外
の
事
業
所
等
）

通常の認証機関登録事業体の認定登録手続き（変更）

認定登録
番号通知

【R○ -NT-○】 認定登録
番号発行

認定登録登録事業体認
定登録証

①

②

③

④

② 認証機関登録事業体の認定登録に る手続き

● 認定登録番号通知日以降の木材が、京都の木証明の対象
● 認定登録期間は３年（期間内に一回は現 調査を受けることが必 ）
● 更新料が必 （業務が適切な場合に更新 能）
● 京都府産木材利用推進協議会の賛助会員への加 が必 （会費制）

22,000円（税込）
（申請手数料18,400＋

発行手数料1,600円（税抜））
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京
都
府
産
木
材
の

生
産
・
加
工
・
流
通
業
者

（
府
外
の
事
業
所
等
）

指
定
認
証
機
関
（
府
木
連
）

登録事業体
認定登録申請書

（手数料 事前支払）

認定登録
番号通知

【R○ -NT-○】 認定登録
番号発行

認定登録登録事業体
認定登録証

京都府産木材
取扱 始
報告書

取扱事業体（特認）から認証機関登録事業体に移行する場合の手続き
※   ３年４月３０日までに手続きが必 

移行に る ケジュー 

  ３年４月３０日まで

移行する場合の手続きが適用 通常の手続き（【参 】）が適用

  ３年５月１日から

①

②

② 認証機関登録事業体の認定登録に る手続き

● 認定登録番号通知日以降の木材が、京都の木証明の対象
● 認定登録期間は３年（期間内に一回は現 調査を受けることが必 ）
● 更新料が必 （業務が適切な場合に更新 能）
● 京都府産木材利用推進協議会の賛助会員への加 が必 （会費制）

22,000円（税込）
（申請手数料18,400＋

発行手数料1,600円（税抜））

現 調査省略
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指
定
認
証
機
関
（
府
木
連
）

登録事業体
認定登録申請書

（手数料 事前支払）

認定登録
番号通知

【R○ -NT-○】

認定登録
番号発行

認定登録登録事業体
認定登録証

現 調査
（調査費用 請求）

京都府産木材
取扱 始

京都府産木材
取扱 始
報告書

調査費用支払

販売 理店等、製品の梱包を解かない
流通は現 調査不 

京
都
府
産
木
材
の
生
産
・
加
工
・
流
通
業
者

（
府
外
の
事
業
所
等
）

【参 】 通常の認証機関登録事業体の認定登録手続き
（海外等、現 調査が速やかに行えない場合）

①

②

③
④

⑤

⑥

② 認証機関登録事業体の認定登録に る手続き

22,000円（税込）
（申請手数料18,400＋

発行手数料1,600円（税抜））
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② 認証機関登録事業体認定登録申請書、誓約書

第１号様式 

京都の木証明に係る  

認証機関登録事業体認定登録申請書 

 

                                   年  月  日 

 

 一般社団法人京都府木材組合連合会 会長 様 

 

申請者 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名              

 

 

京都府産木材認証制度実施プログラム認証機関登録事業体認定登録要領第１条第２項の規

定により、下記のとおり京都の木証明に係る認証機関登録事業体の認定登録を申請します。 

 

記 

 

１ 申請する事業所等の名称等 

 

 (1) 事業所等の名称及び所在地 

 

  (2) 電話番号及びファックス番号 

 

  (3) 電子メールアドレス及びホームページアドレス 

 

 

２ 業務区分 

     ①育林業   ②素材生産業  ③原木市場    ④製材所    ⑤製品市場  

     ⑥木材卸売業 ⑦木材小売業  ⑧その他木材加工業（           ） 

（該当するものすべてに○をつける） 

 

３ 取り扱う京都府産木材の種類   ①原木   ②製材品  ③木材加工品（       ）

      （該当するものすべてに○をつける） 

 

４ 年間取扱量（過去３年間の平均取扱量を記入する）  

 

５ 特記事項 

   （京都府産木材の適正な分別管理に係る管理責任者の職氏名を記載する） 

第２号様式 

 

 

京都の木証明に係る  

認証機関登録事業体の業務に関する誓約書 

 

 

                                   年  月  日 

 

 

 一般社団法人京都府木材組合連合会 会長 様 

 

 

認証機関登録事業体申請者 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名              

 

 

 京都府産木材認証制度実施プログラム認証機関登録事業体認定登録要領第１条第１項の規
定により認定登録を受けた場合には認証機関登録事業体として、同要領を遵守し、指定認証機
関と協力し誠実にその業務を行うことを誓約します。 
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② 京都府産木材分別管理及び書類管理基準書
（別紙１）   

京都府産木材証明に係る京都府産木材分別管理及び書類管理基準書 

（京都府産木材の分別管理マニュアル（標準様式）） 

 

登録事業体名         印 

令和  年  月  日作成 

 

 本管理基準書は、本登録事業体における京都の木証明に係る京都府産木材の分別管理及

び関係書類の管理についての基準を定めるものである。 

 

（適用の範囲） 

１ 本基準は、当事業体において京都府産木材の原木及び当該原木を原材料として製造す

る製材品並びに当該原木若しくは製材品を原材料として加工された木製品について適用

する。 

 

（管理責任者） 

２ 京都府産木材の分別管理及び関係書類の管理を適正に行うため、      を管理

責任者と定める。 

３ 管理責任者は、京都府産木材の適切な分別管理及びその実施状況の点検を責任を持っ

て行うものとする。 

 

（京都府産木材の管理基準） 

４ 京都の木証明に係る京都府産木材（原木及び製材品並びに木製品）を認証機関登録事

業体又は取扱事業体に納入する場合には、納品書等に京都府産木材である旨を明記する

ものとする。 

５ 原木及び製材品並びに木製品の仕入れにあたっては、納品書等により京都府産木材で

あるか、それ以外であるかを確認するものとする。 

６ 原木及び製材品並びに木製品の管理にあたっては、京都府産木材がそれ以外の原木及

び製材品並びに木製品と混じらないように、それぞれの保管場所を標識等で明示するも

のとする。 

７ 製材及び加工にあたっては、京都府産木材がそれ以外の原木及び製材品が混じらない

ように行わなければならない。 

 

（書類の管理基準） 

８ 管理責任者は、京都府産木材の入出荷及び在庫に関する情報が日常的に管理できるよ

うに、適切に記録するものとする。 

９ 京都の木証明に係る関係書類は、当該原木及び製材品並びに木製品の出荷後５年間整

理保管するものとする。 17



② 認証機関登録事業体認定登録証
第３号様式 

番      号   

年   月   日   

 

京都の木証明に係る   

認証機関登録事業体認定登録証 

 

  

 

              様 

 

京都府指定認証機関（京都府産木材認証制度） 

一般社団法人京都府木材組合連合会 

会長             

 

 

京都府産木材認証制度実施プログラム認証機関登録事業体認定登録要領第１条第３項の規

定により、下記のとおり京都の木証明に係る認証機関登録事業体に認定し登録します。 

 

記 

 

１ 認定登録した事業所等 

（１）事業所等の名称 

（２）所在地 

 

２ 認定登録した業務区分 

 

３ 有効期間 

年  月  日まで 

備  考 

１ 原交付年月日 
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② 京都府産木材取扱 始報告書

第５号様式 

京都の木証明に係る  

京都府産木材取扱開始報告書 

 

                                   年  月  日 

 

 一般社団法人京都府木材組合連合会 会長 様 

 

 

認証機関登録事業体 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名              

 

 

京都府産木材認証制度実施プログラム認証機関登録事業体認定登録要領第１条第５項の規

定により、京都の木証明の対象となる木材の取扱いを開始したので報告します。 

記 

 

１ 取扱いを開始した日 

 

２ 業務開始場所（上記所在地と異なる場合） 

 

 

 

 

５月１日以降の新規申請は不 

19

事業所等が海外など、現 調査が速やか
に行えない場合の手続きをする場合に使用



第６号様式 

番      号   

年   月   日   

 

京都の木証明に係る   

認証機関登録事業体認定登録番号通知書 

 

  

 

              様 

 

京都府指定認証機関（京都府産木材認証制度） 

一般社団法人京都府木材組合連合会 

会長             

 

 

京都府産木材認証制度実施プログラム認証機関登録事業体認定登録要領第１条第６項の規

定により、下記のとおり京都の木証明に係る認証機関登録事業体認定登録番号を通知します。 

 

記 

 

１ 認定登録番号 

 

２ 事業所等 

（１）事業所等の名称 

（２）所在地 

 

３ 認定登録した業務区分 

 

４ 有効期間 

② 認定登録番号通知書
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取扱事業体（特認）から認証機関登録事業体に移行する場合の手続き
※   ３年４月３０日までに手続きが必 

■ 現在、特認の事業者様にお願い

  ３年４月３０日まで

移行する場合の手続きが適用 通常の手続き（【参 】）が適用

  ３年５月１日から

まとめ

■ 京都府産木材認証が本格 に２本 てに移行します。

■ 認証（証明）依頼は、ウッドマイレージ、京都の木、両者混合の
３パターンに

令和３年５月１日以降

１　取扱事業体は府内業者に限定（現特認は４月３０日で終了）
２　「ウッドマイレージ認証」は取扱事業体が取り扱ったもののみ対象
３　府外の事業者は「京都の木証明」のみ対象
４　「京都の木証明」も、関連制度や支援策の対象（４月～）
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